
今，我が国の経営のあり方が大きく変わりつ

つある。グループ企業の連結決算への制度移行

や会計基準の国際化が行われ，我が国でもＭ＆

Ａは珍しい事例ではなくなった。また，それを

1 ．はじめに

支える法制度も着々と整備されている。

会社法等の法改正の主な変遷を図１に示す。

この流れを概観すると，先ず平成９年に始まる

持株会社の解禁がその源流であるといえる。そ

れまでも事業持株会社は認められていたが，こ

れにより，純粋持株会社（専ら他社を支配する

ことを目的とし，自らは事業活動を行わない），

金融持株会社（支配の目的を専ら金融会社（銀

行・証券等）にするもの）も解禁となった。

これによって組織再編の柔軟化，迅速化が進

み，平成12年の会社分割制度の創設に至ってそ

の自由度が大いに高められた。即ち，グループ

本社においてはそのリソースを生かしきれない

不採算事業を切り離し，グループ会社と呼ばれ

る関係会社に吸収させて相互の機能補完によっ

て事業を活性化に導いたり，成長部門を切り離
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しその成長を促進させるなど，機動的・戦略的

な事業運営が可能となった。

また，その後の各種制度の創設・導入は，企

業統治の透明化・明確化による合理的な事業運

営に資するものであった。

平成９年以前も，グループ本社の下に幾つも

の関係会社が存在するという形態は存在した。

しかしそれは，ややもすればグループ本社を補

強するための構造であり，往々にして関係会社

の存在感は薄くグループ本社の部分最適に留ま

り，それがグループ本社自体の経営をも不透明

にしてきた感があるのは否めなかった。

今，平成18年の会社法改正以降の流れの中

で，連結決算・会計基準の国際化はそれを許さ

ず，グループ本社と関係会社全体を一つのグル

ープとして，更には持株会社が事業会社を統括

する機能分化によって，経営効率の最大化・全

体最適化が求められるようになった。名実共に

グループ経営の時代が本格的にスタートしたと

言える。

一方，政府の知的財産戦略本部は「知的財産

推進計画2005」において，「とりわけ，技術立

社を目指す企業は，知的財産を『知的資産経営』

の中核に位置付け，事業戦略，研究開発戦略，

知的財産戦略を三位一体で取り組むことが重要

である。」１）として「三位一体」を知的財産戦

略の中心的課題に位置付けるべきと提唱し，多

くの企業が積極的に「三位一体」に取り組んで

いる。グループ経営に対して知財マネジメント

も無関係ではあり得ない。既にグループとして

の知財マネジメントを実践している会社群も増

加しつつあり，そのマネジメントの一形態とし

て「知財信託」といった全く新しい管理スキー

ムも編み出された２）。

本論説では，先ずグループ経営の組織体制を

類型化し，その類型毎に既にあるグループ知財

マネジメントの現状を調査・把握した。そして，

グループとしての知財戦略の策定と知財管理，

及びその知財戦略のもとでの各関係会社の知的

財産の活用による価値向上の実現について，グ

ループの組織体制，権利帰属との関係を検討し，

利害得失を整理した。
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図１　会社法等の法改正の状況
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グループ経営の目的は，グループ本社がグル

ープ全体の理念や戦略を明示し，グループ内の

各関係会社が課せられた役割を果たせる様に

人・物・金といった経営資源を効率的に配分

し，その成果を事業単位で評価してグループ全

体のPLAN-DO-CHECK-ACTIONのサイクルを

うまく回す事にある。簡単に言えば，グループ

全体のベクトルを合わせて，そのパフォーマン

スを最大とする事，つまりグループとしての企

業価値を最大化する事がその目的である。別の

言い方をすれば，企業グループと言う空間で，

協調と競争，開放性と閉鎖性などの要素をバラ

ンスさせていくことにある。

この様な適切なグループ経営を確立するため

には，以下の施策が重要である３）。

１）グループ経営ビジョンの策定と浸透，

２）グループ戦略の明確化，すなわちグルー

プとしての事業領域やコア事業と非コア事業の

区分の明確化と，重複事業の整理等によるグル

ープ内価値最大化を目指した経営資源の最適化，

３）グループ資本政策と関係会社への出資方

針の明確化と，機能関係会社や事業関係会社４）と

いった各関係会社の経営ミッションの明確化，

４）グループ本社と関係会社間での役割分担

や責任と権限範囲の明確化，すなわち本社機能

（グループ戦略策定，グループ業績管理，グル

ープ人事管理等の機能）と関係各社の戦略上の

位置付けと意思決定の権限範囲の明確化，

５）グループ本社と関係会社間の適切な予算

編成の実施とグループ業績評価制度を確立する

ための評価体系や基準の設定と連結予算管理の

徹底。

一方，このようなグループ経営を実現するた

2．1 グループ経営の概要

2 ．グループ経営と知財マネジメント
の現状

めの組織体制は，それぞれの会社の規模や歴史，

文化により様々であるが，多くの日本の企業グ

ループは，図２に示す，①連結事業部制，②事

業部・関係会社混合制，③純粋持株会社制の３

つに分類することができる５）。

「連結事業部制」は，関係会社が，すべて事

業部に直結している場合であり，事業部とその

事業部に直結する関係会社を含めた各事業単位

での最適化を目指して連結経営を行おうとする

ものである。「純粋持株会社制」は，純粋持株

会社であるグループ本社に関係会社がすべて直
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図２　グループの組織体制
（注）ハッチングしている箇所は，親会社本社，或いは，

グループ会社本社を示す。
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結している場合であり，グループ本社は，関係

会社のコントロールに専念し，グループとして

の事業ポートフォリオを策定・実行してグルー

プ資源の適正配分を行うことによりグループ企

業価値の最大化を目指そうとするものである。

「事業部・関係会社混合制」は，一部の関係会

社はグループ本社に直結し他の関係会社は事業

部に直結している場合で，純粋持株会社制と連

結事業部制との混合型であり，グループ本社は，

自らの事業を管理するとともに関係会社間の調

整も行う。

グループとしての知財マネジメントの現状を

把握するため，当小委員会参加企業での知財マ

ネジメントの現状を，人・物・金の観点から区

2．2 当小委員会参加企業のグループ知財
マネジメントの実態

分し，３つのグループの組織体制別に整理した。

「人」に関係するものとして，①知財機能の分

担，②出願・ライセンスの権限，③グループ意

思決定の場の共有，④人事権，⑤海外関係会社

対応を，「物（権利・システム・情報）」に関係

するものとして，⑥知的財産権の帰属，⑦グル

ープ本社・関係会社の連絡体制，⑧知財情報の

共有状況，⑨知財データベース（知財DB）を，

「金」に関係するものとして，⑩知財経費負担，

⑪発明報奨を挙げた。結果を表１に示す。

当小委員会参加企業の中では，事業部・関係

会社混合制（以下，混合制と記載。）が最も多

く７社で，次に純粋持株会社制（以下，純粋制

と記載。）が４社，連結事業部制（以下，連結

制と記載。）が３社であった。表１によれば，

組織体制毎に一律に分かれるわけではないが，

一定の傾向が窺われた。①知財機能の分担では
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表１　当小委員会参加企業におけるグループ知財マネジメントの現状
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連結制が本社集中，②出願・ライセンスの権限

は混合制が各社にあり，③グループ意思決定の

場の共有では，純粋制は共有の傾向，④人事権

は，連結制が本社，混合制は各社，⑥知的財産

権の帰属では，混合制が各社分散の傾向，⑦連

絡体制は純粋制が定期的に行っており，⑨知財

DBは混合制が各社独立，⑩知財経費の負担は

混合制が各社負担，⑪発明報奨はいずれも各社

負担となっている。サンプル数は多くはないが，

総合的に見れば混合制は各社に分散していると

いえよう。他方，同じ組織体制であっても各社

各様の知財マネジメントが行われていることも

明らかとなった。

グループ経営の目的は，グループ全体の理念

や戦略の下にグループ内の経営資源を効率的に

配分し活用してグループ企業価値を最大にする

ことにある。そこで当小委員会では，「グルー

3．1 グループ知財マネジメントの目的

3 ．グループ知財マネジメントの考え方

プ知財マネジメントとは，創出・蓄積したグル

ープ内の知的財産をグループ内資産（経営資源）

とし，経営戦略の武器の一つとして積極的に活

用することにより，グループ構成企業の経営に

最大の成果をもたらしグループ経営の業績向上

に資するマネジメントを実現すること」と定義

する。

この知的財産の活用に際しては，ライセンス

料など知的財産から直接的な収益を得ることだ

けに留まらず，企業グループの事業活動全般に

おける経営資源として知的財産を広く捉えた上

でグループの経営戦略・事業戦略に沿って活用

していくことが重要である。

（1）グループ知財マネジメント

グループ知財マネジメントのイメージを図

３，図４に示す。Ａ社，Ｂ社，Ｃ社，Ｄ社はグ

ループを構成するグループ本社や各関係会社

を，薄い矢印は各社の知財マネジメントの方向

性を，濃い矢印はグループとしての知財マネジ

3．2 グループ知財マネジメントの分析
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図３　個別知財マネジメントのイメージ
図４　あるべきグループ知財マネジメントの

イメージ
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メントの方向性を示す。

図３に示す如く，グループ本社や関係会社毎

に知財を蓄積し，関係会社間の調整を十分しな

いまま，各社最適化で活用しているような場合，

関係会社間で知財面で競合する等の状況も起こ

りかねない。この場合，グループ内で各社の知

財のベクトルが別々の方向を向いており，グル

ープ全体として知的財産を有効に活用できてお

らず，グループとしての価値最大化のための知

財マネジメントからはかけ離れた状態にあると

言える。

グループの価値最大化の観点からみた最適な

グループ知財マネジメントとは，図４に示す如

く，各関係会社の知財ベクトルを同じ方向に向

け，知的財産をグループ経営の武器として蓄積，

活用しようとするものである。

そのためには，図３のような個別知財マネジ

メントの状態から脱却し，グループ内資産であ

る知的財産の見直しや再配分，グループの知的

財産投資の選択と集中を行い，グループとして効

率的に知的財産の蓄積，活用を行う必要がある。

すなわち，グループ価値最大化のためのグル

ープ知財マネジメントでは，グループビジョン

やグループ経営戦略に基づくグループ知財戦略

を策定し，それにベクトルを合わせながら関連

会社毎の知財戦略を策定し実行すること，すな

わち，グループ全体としての事業運営に合わせ

た知的財産の蓄積，配分，活用を行うことが重

要である。

当小委員会としては，次の切り口でグループ

知財マネジメントのあり方に関する分析を行う

こととした。グループ知財マネジメントはグル

ープの経営戦略，事業戦略を前提としているた

め，各企業グループの経営戦略や事業戦略によ

って，最適なグループ知財マネジメントは異な

ると考えられる。従って，グループ知財マネジ

メントの普遍的な最適解を示すより，むしろ，

グループ知財マネジメントのあり方を検討する

際に考慮すべきパラメータ（要素）についてメ

リット・デメリットを整理して提示することの

方が意義深いと考えられる。

そこで，グループ価値最大化にむけた①グル

ープ全体の知財戦略策定と知財管理及び②グル

ープ全体の知財活用の２点に絞って，組織体制，

知財機能，権利帰属の集中・分散をパラメータ

としてメリット・デメリットを整理することと

した。

（2）グループ価値の最大化のためのグループ

知財戦略策定・知財管理における組織・

機能の集中と分散の得失

グループ知財マネジメントでは，図４の状態

を実現するために，グループ全体の知財戦略を

策定し，それをグループ内の関係会社に浸透さ

せて実行させることが重要である。その際，ど

こでグループ知財戦略を策定するか，実行する

ための知財組織はどうあればよいか，また，知

財戦略策定の前提となる知財情報や，権利の帰

属はどうあればよいかが重要なパラメータと考

えられる。

ところで，2．1節で述べたように，連結事業

部制は事業部単位での最適化によりグループ価

値最大化を目指すものであり，一方，純粋持株

会社制は持株会社によるグループ運営によりグ

ループ価値最大化を目指そうとするものであ

る。このように理想的には，グループの組織体

制はグループ経営の方針が反映されたものと考

えることができる。

そこで，グループ知財戦略策定・知財管理に

おいて，①知財戦略策定機能，②権利の帰属，

③知財DB及び④知財組織の観点から，知財機

能または管理をグループ本社に集中させた場合

と，関係会社に分散させた場合のメリット・デ

メリットを整理し，表２に示した。表２では，

連結事業部制に特有の事項には【連】，事業部・

関係会社混合制に特有の事項には【混】，純粋持
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株会制に特有の事項には【純】を付し，３つの

組織体制に共通する事項には【共】を付した。

表２から，①グループ知財戦略策定機能，②

権利の帰属，③知財DB及び④知財組織につい

ては，グループの組織体制による差異は余り見

られず，実際の機能・管理をどれだけ集中させ

るか分散させるかによってメリット・デメリッ

トが整理される。

さらに，企業グループが同業種から構成され

ているか異業種で構成されているかに着目して

みると差違が見られる。すなわち，企業グルー

プが同業種の企業で構成されている場合には，

知財DBや権利もグループ本社に集中し，グル

ープ本社で知財戦略を策定するほうがメリット

が大きい。一方，企業グループが異業種企業か

ら構成されている場合には，権利は各関係会社

に分散させ，グループ本社では大きな方針を決

定し，具体的な知財戦略の策定は各関係会社で

行うほうがメリットが大きい。

（3）グループ価値の最大化のための知財活用場

面における権利帰属の集中と分散の得失

グループ知財マネジメントの目的はグループ

価値の最大化である。知的財産が企業グループ

の価値最大化に貢献する方法としては，事業独

占やライセンス収入等による売上・利益の増加

での貢献，他者へのライセンス料支払いの低減

や業務の効率化による知財費用の削減等による

コスト削減での貢献等が挙げられる。

表３は，グループ企業の売上増加に貢献でき

る代表的な知財の活用策と考えられる①新規事

業の創出，②事業の独占化，③事業の継続性確

保，④ライセンス収入を目的とするライセンス

の４項目に関し，知財活用の場面で最も重要な

要素の一つである権利の帰属に着目し，権利の

帰属の集中／分散による得失を整理したもので

ある。

表３において特徴的なことは，いずれの項目

でも，権利の帰属を特定の会社に集中している

場合，分散している場合ともメリット，デメリ

ット（課題）の両方が存在するという点である。

このことは即ち，同じグループ組織体制であ

っても，そのグループ内の業種，業態の構成が

異なれば，取りうる知財戦略が異なっており，

グループ企業の置かれた状況次第で権利帰属の

集中（又は分散）が利点にも課題にもなり得る

ことを示唆している。

今回の調査に際しては，いくつかの業種につ

きグループ知財マネジメントの実態のヒアリン

グを実施した。その中から以下に紹介する。

（例１）企業Ａ：異業種合併（２社併存で分散）

大きな商品群としては，事業は共通している

が，個別の商品における技術の重複は少ない会

社同士が合併し，持株会社傘下につく形でグル

ープを構成している。知財に関しては，各関係

会社独自の管理であり，グループとしての明確

な知財方針はない。関係会社夫々が知財担当を

組織化しており，定期的に知財連絡会を開催し，

情報を共有化している。グループ全体として対

応する必要のある競合相手がおらず，また関係

会社間での商品の重複もほとんどないので，知

的財産のグループ全体としての集中管理の必要

性は薄い。

（例２）企業Ｂ：異業種分割（分散→集中を検

討）

開発・製造部門等を関係会社として分割し，

事業持株会社のもとにグループを構成してい

る。各社が知財部門を持ち，各社独自の管理で

ある（権利化，権利行使とも）。各関係会社の

製品種別は同じものとなる。知財権の集中を検

討中であり，手段として知財信託の活用も視野

にいれている。

3．3 グループ知財マネジメントの実際例
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（例３）企業Ｃ：知財管理会社による一元管理

（集中）

各事業部に所属していた知財担当を機能関係

会社に一元的に集約（知財機能を集約し，子会

社として切り出した）し，本社知的財産部は知

財方針の決定と渉外を，機能関係会社は知財実

務活動の推進，実行などを担当することとした。

機能関係会社としたことで知財活動全体の見え

る化がより要求されるため，知財部門のコスト

意識，知財による付加価値向上への意識が強く

なった。

（例４）企業Ｄ：同業種合併（集中と分散）
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表３　知財活用場面における権利帰属の集中・分散によるメリット・デメリット
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同業種の会社が合併して持株会社の下に事業

会社と共通機能会社（研究開発部門，知財管理

部門を含む）に再編した。全社知財方針，事業

会社知財方針とも，共通機能会社が作成してい

る。共通機能会社の特許のうち，グループ会社

が横断的に活用可能な権利は持株会社の所有

で，個別事業のものは事業会社の所有としてい

る。ライセンス交渉などは共通機能会社が行う。

各事業会社間での業容の重複は少なく，総じて

権利分散によるデメリットは感じていない。

上記ヒアリング結果からも，グループ知財マ

ネジメントの形態，たとえば知財部門や権利の

帰属については集中・分散の両形態が存在し，

業種・業態などによりまちまちであるが，傾向

として関係会社間での技術の重複，事業ドメイ

ンの重複の程度に応じて集中・分散の選択を検

討すべきことが示唆された。

グループ経営の組織体制（連結事業部制，事

業部・関係会社混合制，純粋持株会社制）とし

ていずれの形を採るにせよ，それとは独立に知

財組織・機能の形態や権利の帰属の形態は集中

又は分散のいずれも選択することが出来る。

表２，表３で整理したように，権利の帰属を

グループ本社に集中したほうが，グループ全体

の意思に従った知的財産の活用を，スピーディ

かつ円滑に行うことができるため，グループ経

営の価値最大化への貢献という観点からは適し

ている。特に，グループを構成する関係会社が

同種または非常に近い事業ドメインに属する場

合には，権利の帰属を集中させるほうが，グル

ープの価値最大化の実現という面ではより好ま

しい。

しかし，知財組織・機能や権利の帰属の集中

には，グループの価値最大化を追求するあまり，

3．4 グループ価値最大化に向けたグルー
プ知財マネジメントのあるべき姿

グループを構成する個々の関係会社の将来的な

利益を損なうリスクも内在している。リスクを

軽減するためには関係会社個々の経営戦略や事

業戦略，内情を十分に理解し，グループ全体の

知財戦略に組み込んでいく必要がある。

一方，権利の帰属をグループ本社及び各関係

会社に分散すると，グループ全体の視点からよ

りも関係会社個々の視点に立ったグループ知財

マネジメントが可能となる。グループ価値の最

大化を目的とするグループ知財マネジメントの

側面からは，その実効性に反するように思える

が，関係会社個々の企業価値最大化がそのまま

グループの価値最大化につながるような場合，

すなわち，関係会社の事業ドメインが離れてい

るような場合には，権利の帰属を分散させる方

が集中させる場合よりもグループ価値の最大化

を実現することが可能となる。

表２，表３の結果は，グループ本社と関係会

社が対等に近い関係にある場合を想定した検討

結果であるが，関係会社の力がグループ本社よ

りも強い場合には，権利の帰属の形態として集

中をとる場合であっても，グループ本社の実質

的なコントロールが及ばないため，集中のメリ

ットを享受できないおそれがある。このような

場合は，グループ本社の知財部員を関係会社の

知財トップに据えて，グループ本社の実質的コ

ントロール下に置くなど，グループ知財戦略を

関係会社に浸透し実行できる仕掛けを組み込ん

でおく必要がある。

逆に，グループ本社の力が圧倒的に強く，関

係会社がグループ本社の意向に反することがで

きない力関係が存在する場合には，権利の帰属

の形態として分散を取ったとしても，関係会社

個々の視点に立ったグループ知財マネジメント

が可能であるという分散のメリットを関係会社

は享受することができず，実質，集中と同じ状

況になってしまう。このような場合は，関係会

社の現在及び将来的な利益を損なわないグルー
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プ知財マネジメントを実現するための仕組み作

り，たとえば，グループ間の調整を図るグループ

の知財戦略会議等を設けることにより問題の解

決を図っていく方法をとることが考えられる。

以上，本節では権利の帰属の集中／分散に注

目して，知的財産活用の重要な場面におけるグ

ループ知財マネジメントのメリット，デメリッ

トを整理したが，重要なことは，それぞれの形

態にどのような潜在的なリスクが潜んでいるの

かをあらかじめ理解し，対策を打つことである。

また，自社がどのような形態をとっており，ど

のようなメリットを享受できる体制にあるの

か，表３を参考に確認し，期待されるメリット

が享受出来ていない場合には，かかるメリット

が眠っているということであるので，メリット

を享受できる手当てを別途する必要がある。

本論説では，グループ知財マネジメントを，

グループ知財戦略の策定と知財活用における4

つの重要な場面にわけて，グループ組織・機能

や権利の帰属の切り口で検討を行ってきたが，

グループ知財マネジメントをきちんと実行し，

その成果を十分に享受するためには，グループ

のトップマネジメントの意思力，実行力等に拠

るところが大きいことも周知の事実である。

さらに，知的財産活用によるグループの価値

最大化を実現するためには，グループ全体のマ

ネジメントに対して，適切な知財情報が過不足

なくタイミングよく入るような仕組みづくりも

併せて作っていく必要がある。また，職務発明

の取扱いや第１国出願の制限等，諸外国におけ

る法律に十分に対応した体制作りもグループの

価値最大化のためには欠かすことができない。

グループ経営が，グループのもつ経営資源を

適宜再配分し，場合によっては取捨選択して，

結果としてグループ全体最適による価値最大化

4 ．あとがき

を目指すものであり，経営資源の重要な要素に

知的財産が含まれることは疑いようがない。し

たがって，知的財産も経営資源の一つとして適

宜，再配分を行うことが理想ではあるが，現実

には，知的財産という無形資産の持つ特殊性，

すなわち，複数の会社で同時に実施できるとい

う無形資産の特殊性や，権利者か否かによりそ

の権限が大きく異なるという事実等を踏まえて

グループにおける知財マネジメントを具体化し

ていくことが必要である。その意味で，本論説

が，多少なりとも参考となり，会員企業の発展

に寄与するものとなれば幸いである。

なお，本論説は，西村浩志（小委員長，日本

電信電話），後藤光夫（小委員長補佐，オリン

パス），相浦秀樹（出光興産），赤井隆晃（IHI），

江原治男（アドバンテスト），岡本哲夫（帝人

知的財産センター），小瀬木健（NTTファシリ

ティーズ），熊坂浩範（豊田中央研究所），

関根康男（日立メディコ），武山秀一（横浜ゴ

ム），西形治郎（コクヨ），福田雄一（日本ガイ

シ），森田伊知朗（日本発条），米原英作（東芝）

が執筆した。
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